
米子市建設工事等の入札結果等の公表に関する事務取扱要領 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、米子市が発注する建設工事及び測量等業務（以下「工事等」

という。）の契約の締結に当たり、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）及び地

方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）に基づき実施する一般競争入札及び指

名競争入札の結果等の公表に係る事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるもの

とする。 

 （公表の対象） 

第２条 公表の対象とする工事等は、競争入札に係るものすべてとする。 

 （公表の内容、時期及び場所） 

第３条 公表する内容、時期及び場所は、次の表のとおりとする。  

公表する内容 公表する時期 公表する場所 

⑴ 工事等の名称、場所及び工期 当該入札の執行前 入札担当課 

⑵ 入札方式、場所及び日時 当該入札の執行前 入札担当課 

⑶ 予定価格 

建設工事の場合 当該入札の執

行前 

測量等業務の場合 当該入札の

執行後 

入札担当課 

⑷ 競争参加資格があると認め

た業者名（指名競争入札に付し

た場合にあっては、指名をした

業者名）及びその理由（ただし、

理由については、測量等業務を

除く。） 

当該入札の執行後 入札担当課 

⑸ 競争参加資格がないと認め

た業者名（指名競争入札に付し

た場合にあっては、指名をしな

かった業者名）及びその理由（た

だし、理由については、測量等

業務を除く。） 

当該入札の執行後 入札担当課 

⑹ 入札を行った業者名及び当

該入札者の各回の入札金額 
当該入札の執行後 入札担当課 



⑺ 落札者及び落札金額 当該入札の執行後 入札担当課 

⑻ 調査基準価格、失格基準価格

及び最低制限価格 

当該入札の執行後 

ただし、当該入札が不調又は不

落札となった場合には、公表し

ない。 

入札担当課 

⑻ 設計担当課 当該入札の執行前 入札担当課 

⑼ 設計担当者 

当該入札の執行後 

ただし、当該入札が不調又は不

落札となった場合には、公表し

ない。 

入札担当課 

⑽ 予定価格に係る積算内訳（た

だし、米子市情報公開条例（平

成 17 年３月 31 日条例第 22 号）

に定める非公開情報に該当する

もの、又は設計担当課が必要と

認めて非公開としたものを除

く。） 

当該入札に係る工事等の契約後 設計担当課 

 （公表の期間） 

第４条 公表は、当該公表を行った日の属する年度の翌年度の３月３１日まで行う

ものとする。 

附 則 

（施行期日） 

この要領は、令和４年９月２２日から施行する。 

  


